
四日市市告示第５２４号 

 

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第１項の規定により、特定生産緑地を

解除したので、同条第２項に準用する第１０条の２第４項の規定に基づき次のとおり告示する。 

令和７年９月５日 

四日市市長 森 智広  

 

 

特定生産 

緑地番号 

特定生産緑地 

所在・地番 

特定生産 

緑地面積 

特定生産緑地 

指定解除日 

１ 四日市市内堀町字古屋敷６６４番 ２９０㎡ 令和７年９月２日 

２ 四日市市内堀町字古屋敷６６５番 ８５０㎡ 令和７年９月２日 

３ 四日市市内堀町字古屋敷６６７番 １,２２８㎡ 令和７年９月２日 

４ 四日市市内堀町字古屋敷６７４番 ５８１㎡ 令和７年９月２日 

５ 四日市市内堀町字古屋敷６７５番 ２１７㎡ 令和７年９月２日 

６ 四日市市内堀町字古屋敷６８６番 ６００㎡ 令和７年９月２日 

７ 四日市市内堀町字古屋敷７０２番 ５９７㎡ 令和７年９月２日 

８ 四日市市内堀町字西浦７７０番 ２１９㎡ 令和７年９月２日 

９ 四日市市内堀町字西浦７８７番 ４３７㎡ 令和７年９月２日 

 

（都市整備部建築指導課） 

 

 

 

 

 


